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令和元年度 南あわじ市健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書 

 

第１ 審査の概要 

 １ 審査の根拠等 

   この審査は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成 19年法律第 94号）、南あ

わじ市監査基準等に準拠して実施した。 

 

 ２ 審査の種類 

健全化判断比率及び資金不足比率審査 

 

 ３ 審査の対象 

⑴ 令和元年度 健全化判断比率 

  ① 実質赤字比率 

  ② 連結実質赤字比率 

  ③ 実質公債費比率 

  ④ 将来負担比率 

⑵ 令和元年度 資金不足比率 

⑶ ⑴及び⑵の算定の基礎となる事項を記載した書類 

 

４ 審査の着眼点 

   審査は、主として次に掲げる点に着目して実施した。 

  ⑴ 比率の算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているか。 

  ⑵ 比率の算定は、関係法令に準拠し正確に算定されているか。 

 

 ５ 審査の実施内容 

  ⑴ 審査の期間等 

   ア 期間  令和２年７月 1日から令和２年８月 18日まで 

         関係職員の説明を聴取した日 令和２年７月 28日 

   イ 場所  南あわじ市役所 監査委員事務局執務室及び 304・305会議室 

  ⑵ 審査の実施内容 

    この審査に当たっては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の定めにより市長か

ら送付された健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載

した書類について、関係書類との照合確認及び関係職員からの説明聴取等の方法により実

施した。 
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第２ 審査の結果 

  審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率は、いずれも関係法令に準拠し適正に算定

されているものと認められた。また、その算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも

関係法令に準拠し適正に作成されているものと認められた。 

  審査の概要及びそれに対する意見は、次のとおりである。 

 

１ 算定対象会計 

   健全化判断比率及び資金不足比率の算定対象となる会計の区分は、次のとおりである。 

一
般
会
計
等 

一  般  会  計  

一般会計等に

属 す る 

特 別 会 計 

ケーブルテレビ事業特別会計 

産業廃棄物最終処分事業特別会計 

公
営
事
業
関
係 

一般会計等以

外の特別会計

のうち公営企

業に係る特別 

会計以外の特

別 会 計 

国民健康保険特別会計保険事業勘定  

国民健康保険特別会計直営診療所勘定 

介護保険特別会計保険事業勘定 

後期高齢者医療特別会計 

農業共済事業会計 

介護保険特別会計介護サービス事業勘定 

法 適 用 

公 営 企 業 
下水道事業会計  

法 非 適 用 

公 営 企 業 

土地開発事業特別会計 

国民宿舎事業特別会計 

 

一 部 事 務 組 合 ・ 

広 域 連 合 

淡路広域行政事務組合  

淡路広域消防事務組合 

洲本市・南あわじ市衛生事務組合 

南あわじ市・洲本市小中学校組合 

淡路広域水道企業団 

洲本市・南あわじ市山林事務組合 

兵庫県議会議員公務災害補償組合 

兵庫県市町村職員退職手当組合 

兵庫県市町交通災害共済組合 

兵庫県後期高齢者医療広域連合 

 

地 方 公 社 ・ 

第 三 セ ク タ ー 等 

沼島汽船株式会社 

（兵庫県信用保証協会） 
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２ 健全化判断比率 

  健全化判断比率の状況は、次のとおりである。 

（単位：％） 

区 分 令和元年度 平成 30 年度 増 減 
早期健全

化 基 準 

財政再生

基 準 

実 質 赤 字 比 率 ― ― ― 12.72 20.00 

連結実質赤字比率 ― ― ― 17.72 30.00 

実 質 公 債 費 比 率 14.1 14.1 0.0 25.0 35.0 

将 来 負 担 比 率 104.9 122.4 △17.5 350.0  

 

   実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、算定した結果、赤字でないため「―」で

表示している。 

   実質公債費比率は 14.1％で、前年度と同率であり、早期健全化基準（25.0％）、財政再生

基準（35.0％）を下回っている。 

   将来負担比率は 104.9％で、前年度に比べ 17.5 ポイント改善しており、早期健全化基準

（350.0％）を下回っている。 

   本市の財政は、国の示す基準から判断すると、健全な状態であるといえる。 

  

 ⑴ 実質赤字比率 

   地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示すもので、

比率は次の算式による。 

 

実質赤字比率 ＝  
一般会計等の実質赤字額 A 

標準財政規模 B 

 

    本市の実質収支額は、6億 4,480万 4千円の黒字となっているため、実質赤字比率は生

じていない。参考としての比率を求めたところ△4.08％となっている。 

 

（単位：％） 

区  分 令和元年度 平成 30年度 増 減 

本 市 の 参 考 比 率 A / B △4.08 △4.45 0.37 
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（単位：千円、％） 

区   分 
実質収支額 

増減額 増減率 
令和元年度 平成 30年度 

一 般 会 計 633,765 669,644 △35,879 △5.4 

一般会計等に属する特別会計 11,039 36,930 △25,891 △70.1 

 産業廃棄物最終処分事業特別会計 11,039 36,903 △25,864 △70.1 

ケーブルテレビ事業特別会計   0 27 △27 皆減 

合 計 A 644,804 706,574 △61,770 △8.7 

標 準 財 政 規 模 B 15,784,634 15,852,600 △67,966 △0.4 

 

[標準財政規模]                         （単位：千円、％） 

区    分 令和元年度 平成 30年度 増減額 増減率 

標 準 税 収 入 額 等 6,983,295 6,948,079 35,216 0.5 

普 通 交 付 税 額 8,228,994 8,168,946 60,048 0.7 

臨時財政対策債発行可能額 572,345 735,575 △163,230 △22.2 

合 計 15,784,634 15,852,600 △67,966 △0.4 

 

 

 ⑵ 連結実質赤字比率 

    全ての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化して

財政運営の深刻度を示すもので、比率は次の算式による。 

 

連結実質赤字比率 ＝  
連結実質赤字額（A＋B） 

標準財政規模 C 

 

    本市の連結実質収支額は、12 億 2,936 万円の黒字となっているため、実質赤字比率は

生じていない。参考として比率を求めたところ△7.78％となっている。 

 

（単位：％） 

区  分 令和元年度 平成 30年度 増 減 

本市の参考比率（A＋B）/C △7.78 △8.24 0.46 
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（単位：千円、％） 

区     分 
実質収支額 

増減額 増減率 
令和元年度 平成 30年度 

一 般 会 計 633,765 669,644 △35,879 △5.4 

一般会計等に属

する特別会計 

産業廃棄物最終処分事業特別会計 11,039 36,903 △25,864 △70.1 

ケーブルテレビ事業特別会計 0 27 △27 皆減 

小 計 A 644,804 706,574 △61,770 △8.7 

区    分 
資金剰余額 

増減額 増減率 
令和元年度 平成 30年度 

一般会計等

以外の特別

会計のうち

公営企業に

係る特別会

計以外の特

別 会 計 

国民健康保険特別会計保険事業勘定 64,008 54,537 9,471 17.4 

国民健康保険特別会計直営診療所勘定 31 41 △10 △24.4 

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 19,539 18,744 795 4.2 

介護保険特別会計保険事業勘定 137,729 155,267 △17,538 △11.3 

介護保険特別会計介護サービス事業勘定 0 0 0 － 

農 業 共 済 事 業 会 計 △16,454 △1,405 △15,049 1,071.1 

法 適 用 

公営企業 
下 水 道 事 業 会 計 201,964 202,348 △384 0.2 

法非適用 

公営企業 

土 地 開 発 事 業 特 別 会 計 154,163 153,470 693 0.5 

国 民 宿 舎 事 業 特 別 会 計 23,576 16,770 6,806 40.6 

小 計 B 584,556 599,772 △15,216 △2.5 

合 計 A + B 1,229,360 1,306,346 △76,986 △5.9 

標 準 財 政 規 模 C 15,784,634 15,852,600 △67,966 △0.4 

 

 ⑶ 実質公債費比率 

    借入金の返済額及びこれに準ずる額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示すもの

で、比率は次の算式による。 

 

実質公債費比率 ＝  

（元利償還金 A＋準元利償還金 B）－（特定財源 C＋ 

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 D） 
の 3か年平均 

標準財政規模 E－ 

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 D 

 

   実質公債費比率は、次表のとおり。 

（単位：％） 

区  分 令和元年度 平成 30年度 増 減 

実質公債費比率（3 か年平均） 14.1 14.1 0.0 
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（単位：千円、％） 

区 分 令和元年度 平成 30年度 平成 29年度 平成 28年度 

A 元利償還金 3,368,769 3,529,568 3,771,722 3,794,980 

B 準元利償還金 1,794,427 1,811,644 2,029,784 1,997,587 

C 特定財源 126,039 130,263 136,579 233,575 

D 

元利償還金・準元利償還

金に係る基準財政需要

額 算 入 額 

3,421,700 3,423,744 3,797,639 3,842,554 

E 標準財政規模 15,784,634 15,852,600 16,348,272 16,792,119 

単年度実質公債費比率 13.07 14.38 14.88 13.25 

 

    実質公債費比率は 14.1％で、前年度と同率であり、早期健全化基準（25.0％）を下回

る数値となっている。単年度の比率では、標準財政規模の減少等による比率の悪化要因が

あるものの、計画的な繰上償還等の実施により元利償還金が減少したことにより改善した

が、平成 28 年度と比べ、わずかな減少にとどまったことから、３か年平均は同率となっ

た。 

 

 

実質公債費比率の推移 
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⑷ 将来負担比率 

    地方公共団体の借入金（地方債）や将来支払っていく可能性のある負担等について、現

時点での残高の程度を指標化することにより、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す

ものである。この数値が高ければ、将来の財政を圧迫する可能性が高いといえる。比率は

次の算式による。 

 

将来負担比率 ＝  
将来負担額 A－充当可能な財源（基金・特定歳入等）B 

標準財政規模 C－元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 D 

 

    将来負担比率は、次表のとおり。 

（単位：％） 

区  分 令和元年度 平成 30年度 増 減 

将 来 負 担 比 率 104.9 122.4 △17.5 

 

（単位：千円、％） 

区 分 令和元年度 平成 30年度 増減額 増減率 

A 将来負担額 61,222,845 64,138,946 △2,916,101 △4.5 

B 充当可能な財源（基金・特定歳入等） 48,249,848 48,919,414 △669,566 △1.4 

（A－B）計 12,972,997 15,219,532 △2,246,535 △14.8 

C 標準財政規模 15,784,634 15,852,600 △67,966 △0.4 

D 
元利償還金・準元利償還金に係

る基準財政需要額算入額 
3,421,700 3,423,744 △2,044 △0.1 

（C－D）計 12,362,934 12,428,856 △65,922 △0.5 

 

    将来負担比率は 104.9％で、前年度に比べ 17.5 ポイント改善しており、早期健全化基

準（350.0％）を下回る数値となっている。三原中学校プール解体等の財源とした公共施

設等整備基金が減少したことによる充当可能財源の減少等の比率の悪化要素はあるもの

の、下水道事業に係る資本費平準化債を前年度に引き続き発行したこと及び下水道事業会

計の地方債残高の減少を主な要因とする公営企業債繰入見込額の減少、普通会計における

計画的な繰上償還等による地方債残高の減少等により比率は改善している。 
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３ 資金不足比率 

   公営企業の資金不足額を公営企業の事業規模と比較して指標化し、経営状況の深刻度を示

すものである。 

 

  資金不足比率の状況は次のとおりである。 

（単位：％） 

区   分 令和元年度 平成 30年度 増減 経営健全化基準 

下 水 道 事 業 会 計 ― ― ― 

20.0 土地開発事業特別会計 ― ― ― 

国民宿舎事業特別会計 ― ― ― 

 

  いずれの会計も資金不足は生じていないので、「－」で表示した。 

 

⑴ 法適用企業 

   法適用企業の資金剰余額・不足額の状況は、次表のとおりである。 

（単位：千円） 

区   分 

A 

流 動 負 債

（※） 

B 

建物改良費等以外の経費

の財源に充てるために起

こした地方債の現在高 

C 

流 動 資 産 

D 

解消可能資

金 不 足 額 

 

資金剰余額 

（△不足額） 

E 

事 業 規 模 

下 水 道 

事 業 会 計 

令和元年度 181,784 0 383,748 0 201,964 399,730 

平成 30 年度 521,602 0 723,950 0 202,348 395,679 

増減額 △339,818 0 △340,202 0 △384 4,051 

※「A流動負債」欄は、流動負債から控除企業債等の除外経費を控除している。 

    

比率は次の算式による。 

 

資金不足比率 ＝  

資金不足額{（流動負債 A＋建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした 

地方債の現在高 B－流動資産 C）－ 解消可能資金不足額 D} 

事 業 規 模 E 
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 ⑵ 法非適用企業 

   法非適用企業の資金剰余額・不足額の状況は、次表のとおりである。 

（単位：千円） 

区   分 

A 

繰上充用額 

B 

支払繰延額・ 

事業繰越額 

C 

建物改良費等以外の経費

の財源に充てるために起

こした地方債の現在高 

D 

解 消 可 能 

資金不足額 

 

資金剰余額 

（△不足額） 

E 

事 業 規 模 

土地開発事

業特別会計 

令和元年度 0 0 0 0 154,163 154,163 

平成 30年度 0 0 0 0 153,470 153,470 

増減額 0 0 0 0 693 693 

国民宿舎事

業特別会計 

令和元年度 0 0 0 0 23,576 66,804 

平成 30 年度 0 0 0 0 16,770 31,526 

増減額 0 0 0 0 6,806 35,278 

  

   比率は次の算式による。 

 

資金不足比率 ＝  

資金不足額{（繰上充用額 A＋支払繰延額・事業繰越額 B＋建設改良費等以外の経費

の財源に充てるために起こした地方債の現在高 C）－ 解消可能資金不足額 D} 

事 業 規 模 E 

 

 

第３ 審査意見 

  当年度の健全化判断比率等のうち、実質赤字比率、連結実質赤字比率及び資金不足比率につ

いては、実質赤字及び資金不足が生じていないことから算出されていない。実質公債費比率は

前年度と同率、将来負担比率は前年度と比較すると改善しており、これらの比率は、国の示す

早期健全化基準等の数値を下回る結果であった。 

一般会計において、歳入の 33.4％を占める地方交付税のうち普通交付税は、平成 16年度の

４町合併以後、特例措置である合併算定替によって増額をされてきたが、合併後 11 年目とな

る平成 27 年度から段階的縮減が開始され、当年度は合併算定替による増加額が９割縮減され

る合併特例期間の最終年度であり、翌年度以降は、合併後の本来の算定による額の交付となる。

歳入の 20.7％を占める市税は、当年度の市民税については、法人市民税における製造業やサ

ービス業の減額が影響し、前年度に比べて減収となり、固定資産税については、当年度、新築

家屋の増加等により増加したものの、今後見込まれる地価の下落、家屋の経年減価等により増

収は期待できず、市たばこ税も年々減少している。また、人口減少社会に突入し、地方交付税

や市税への影響など収入の減少が予測されるなか、高齢化のさらなる進展により医療、介護等
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に係る社会保障関係経費の増加が見込まれ、財政の硬直化が進み、より厳しい財政状況となっ

ていくことが懸念される。 

  また、財政健全化に大きく影響を及ぼす下水道事業について、前年度に引き続き、当年度に

おいても資本費平準化債を発行したことにより、一般会計からの補助金は減少し、実質公債費

比率等の比率の改善の一因となったものの、一方では財政負担を将来へ先延ばしにすることと

なる。今後、下水道事業の経営戦略（中長期的な経営の基本計画）を踏まえ、人件費等に係る

経費の削減や処理場のダウンサイジング化など経営の効率化を図るとともに、料金体系の見直

しに努め、将来的な財政負担を少しでも軽減できるよう取り組む必要がある。 

  さらに、現存の公共施設は、合併前の旧町から引き継いでいるものが多く、機能の重複など

が見受けられる。また、昭和 30年代から 50年代に整備された施設が多く、老朽化により既に

いくつかの施設が更新時期を迎えていることから、将来の人口動向や財政状況を踏まえ、長期

的な視点から施設保有量の最適化、既存施設の有効活用などを進める必要がある。 

  本市の健全化判断比率及び資金不足比率は前述したとおり、いずれも国の示す早期健全化基

準等の数値は下回っている状況であるが、当該比率に加え、従来から用いている経常収支比率

なども参考にしながら、慎重かつ適正に財政状況を把握する必要がある。その上で、引き続き

事業の必要性、費用対効果等を十分検討し、限られた財源の効率的な活用を図りながら、健全

な財政運営を堅持されるよう望むものである。 

 

 


